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Ⅰ．はじめに

　中教審答申1 （以下，「質的転換答申」とい

う）によると，大学における学士課程の教育

は質的転換が要請されている。具体的には「ア

クティブ・ラーニング」の導入が求められて

いる。つまり，学生が一方的に講義を受ける

のではなく，主体的あるいは能動的な学習が

求められている。このような学習を実現する

ことは単に能動的であればよいということを

意味していない。そこには学習者が学ぶに値

する教育内容の抽出及びその精選だけではな

く，その具現化を担う教材づくりも必須とな

る。したがって，設定した教育内容がその分

野において，いかなる広がりをもちうるのか

などを検討すること無しに「アクティブ・ラ

ーニング」は行えるものではないと思われる。

　このような，授業を実施するには「アクテ

ィブ・ラーニング」の視点を生かした授業づ

くりとは何か，その授業にはいかなる方法論

があるのかということが整理される必要があ

るだろう。

　以上のことから本稿では，「アクティブ・

ラーニング」について講義を行った「森実践」

を対象とし，その実践の特徴について明らか

にすることを目的とする。

Ⅱ．研究方法

　まず，本稿が対象とする「森実践」とは，

教職必修科目である「教育方法論」を受講す

る学生に対し，現職教員である森氏が行った

保健体育科における「アクティブ・ラーニング」

の理論および実践についての講義（90分×３

回）である。この「森実践」を理解するため

には「アクティブ・ラーニング」の概念を把握

することが必須である。したがって，本稿で

は「アクティブ・ラーニング」について言及し

ている先行研究を基にその概念を把握する。

その際，本稿では中教審答申等から，「アクテ

教職課程科目「教育方法論」における授業づくりに関する一考察
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ィブ・ラーニング」の考え方について整理する。

　次に，森氏による授業実践の特色について

考察し，授業実施者への聞き取り調査からア

クティブ・ラーニングの視点を生かした授業

づくりについて学ぶための授業方法論の視点

について明らかにする。

Ⅲ．「アクティブ・ラーニング」の概念整理

　「アクティブ・ラーニング」については，

数多くの定義がみられる。溝上は，アクティ

ブ・ラーニングは包括的な用語であり，どの

専門分野の専門家・実践家に納得してもらえ

るような定義は不可能であるとの前提に立

ち，「一方的な知識伝達型講義を聴くという

（受動的）学習を乗り越える意味での，あら

ゆる能動的な学習」であり，「能動的な学習

には，書く・話す・発表するなどの活動への

関与と，そこで生じる認知プロセスの外化を

伴う」ものであると定義している2。

　「質的転換答申」における用語解説3では，

「教員による一方的な講義形式の教育とは異

なり，学修者の能動的な学修への参加を取り

入れた教授・学習法の総称。（中略）発見学

習，問題解決学習，体験学習，調査学習等が

含まれるが，教室内でのグループ・ディスカ

ッション，ディベート，グループ・ワーク等

も有効なアクティブ・ラーニングの方法であ

る。」と解説している。つまり，「質的転換答申」

では，学生が主体的に問題を発見し，解を見

出していく能動的学修であるアクティブ・ラ

ーニングの必要性について述べられている。

　一方，学習指導要領等の改善について述べ

ている中教審答申（平成28年12月21日）4に

は，「『主体的・対話的で深い学び』の実現（『ア

クティブ・ラーニング』の視点）」について，

次のように述べられている。「子供たちが，

学習内容を人生や社会の在り方と結び付けて

深く理解し，これからの時代に求められる資

質・能力を身に付け，生涯にわたって能動的

に学び続けることができるよう，『主体的・

対話的で深い学び』の実現に向けて，授業改

善に向けた取組を活性化していくことが重要

である。今回の改訂が目指すのは，学習の内

容と方法の両方を重視し，子供の学びの過程

を質的に高めていくことである」とし，社会

の発展に伴い今を生きる子どもたちの学習は

更なる質の向上が必須の課題となることが理

解できる。

　また，平成29年３月に告示された学習指導

要領5 （以下，新学習指導要領という）には，

「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた

授業改善」として，アクティブ・ラーニング

の視点を生かした授業改善の必要性について

述べられている。

　以上のように溝上や質的転換答申，新学習

指導要領等から，アクティブ・ラーニングの

考え方には「能動的」や「方法」，「学びの過

程」等の観点が内在しており，大学の学生や

児童生徒に指導する際には共通に求められる

方法論として捉えていくことが必要である。

　本稿では，将来，教員を志望する学生に対

して，具体的な授業づくりのイメージを形成

するために，その指導法の一端を学ぶ機会と

して，「森実践」のアクティブ・ラーニング

の視点を生かした講義を捉えていく。

Ⅳ．「森実践」の特色について

　「森実践」の授業内容・方法について，授
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業時に使用されたプレゼンテーション資料と

森氏に対する聞き取り調査の内容を検討し，

アクティブ・ラーニングを学生に指導する際

にどのような工夫や留意点があったかについ

て，以下に考察する。

１．プレゼンテーション資料について

（1） 森実践の単元構成

　先述したように，「森実践」は90分×３回

の授業であり，各回異なるテーマによる３部

構成の授業展開となっている（図１）。

　また，各回の講義において随所に発問等を

取り入れ，学生が思考する機会を設けている。

そこで以下では，より詳細に「森実践」の授

業内容について森氏のプレゼンテーション資

料（以下，プレゼン資料という）及び聞き取

り調査の内容等を検討し，実践に内在する授

業構成について記述する。

（2） 単元指導計画の作成と授業デザイン

　１講目の単元指導計画と授業デザインに関

する講義の中では，２つの演習を受講学生に

課している。

　演習１では，「①短距離走，長距離走，ハ

ードル走，走り幅跳び，走り高跳びの中から

１種目選び，②身に付けさせたい力，もって

いきたい姿を箇条書きで書き出し，③そのた

めにどんな内容の指導を行うかを書きだして

みる」ことを課題として提示する（図２）。

　そして，演習２では演習１の課題を基に「①

対象は高校１年生，男子20名，女子20名，計

40名，②時数は６時間で計画，③使用場所，

用具等はすべて自由に使えるものとして想

定」という課題を提示する。加えて，課題解

決に際する手順として「①身につけさせたい

力，もっていきたい姿を確認，②技能，知識，

態度，思考・判断の４つの観点から指導する

内容を検討し，『指導と評価の機会』の部分

図１　講義の流れ

図２　演習１の内容
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に配置，配置した『指導する内容』にリンク

させながら学習計画を作成，④評価機会をい

つにするか，また評価方法をどうするか検討

し，『評価機会・方法』の部分に配置」する

という作業手順を示している（図３）。

　この演習内容の展開では，演習１において

「身に付けさせたい力，もっていきたい姿」

ということを基に，漠然とした学習成果及び

授業デザインに関するイメージを抱かせるこ

とによって考える対象を拡張させる。そして，

演習２では課題内容をより具体的な授業場面

を想定した内容とすることで，演習１で形成

した抽象的認識を演習２では具体的認識へと

発展させる演習構成としている。

（3） 「体育」の授業づくり

　２講目の「体育」の授業づくりに関する講

義においては，まず高等学校における柔道の

アクティブ・ラーニングの視点による指導実

践を題材として取り上げ，その実践の構成論

理と教育的効果について教授する（図４）。

　そこでは，教師がどのような発問を行い学

習者の思考の深化を図ったのか，授業におけ

る指導の流れと教師の指示内容，学習者の評

価方法などについて講義し，受講学生に対し

てアクティブ・ラーニングを用いた授業の具

体的方策について認識形成を行う（図５・６）。

　そして，アクティブ・ラーニングによる授業に

関する理論について学んだ後，演習課題とし

て技能が十分身に付いていない学習者の運動

課題の把握と，運動課題を改善するための具

体的な指導内容について考察する課題を受講

学生に提示する。具体的には，バレーボール

のパス・フローターサーブ・スパイク，柔道にお

ける背負い投げからの横四方固めという具体

的な授業場面における技能が十分身に付いて

いない学習者が各運動に取り組む動画を受講

学生に提示する。そして，その学習者にはい

かなる課題があるのか，また，どのような指

導をするのかということについて問う（図７）。

図３　演習２の手順

図４　「柔道」の実践事例の提示
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図５　ALの視点による指導の流れ

図６　授業理論（AL）の提示
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　このように講義を構成することは，教育実

習に行く前の学生にとって，実際の授業とは

いかなるものであるかというイメージの形成

をもたらすだけではなく，その授業において

どのような教師の働きかけがあるのかについ

て学び，その働きかけの意味を理解すること

につながる。さらに学生自身が指導を構想す

ることによって，授業展開に関するより具体

的なイメージ形成ができるものと思われる。

また，新学習指導要領で重視される主体的・

対話的で深い学びの実現に向けた具体的方策

としてのアクティブ・ラーニングによる授業

実践に関しては，近年多くの報告がみられる。

しかし，体育科におけるアクティブ・ラーニ

ングの視点による授業実践に関してはまだ十

分な蓄積がされておらず，報告の多くが紙面

上でまとめられていることから，教員を目指

す学生がアクティブ・ラーニングによる授業

実践について目にする機会は少ないのが現状

であるだろう。

　また，今回の森実践では，動画等を活用し

ながら受講学生に対してアクティブ・ラーニ

ングを用いた実際の授業風景を提示している

（図８）。ICTを効果的に活用することによ

り，主体的・対話的で深い学びを実現するた

めに実際の授業において教師はどのような手

立てをとり，生徒たちはどのように学んでい

くのかについて，より現実的なイメージを形

成することができる。教員を目指す受講学生

が今後，必要とされる実践的な学習過程を構

想する力を身に付ける一つの契機となると考

える。

（4） 「保健」の授業づくり

　３講目の「保健」の授業づくりに関する講

図７　具体的な課題と指導法

図８　ICTの効果的な活用
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義においては，「演習─実験─発問」という

展開で講義内容を構成している（図９・10）。

この中でも特に実験を受講学生に提示するこ

とは，「科学的認識は対象に対して目的意識

的に働きかける実践（実験）によってのみ成

立する」6 という実験の持つ意味を学生に体

験させることを可能にする。また，実験を用

いることは教育内容の精選にもつながる。

　つまり，授業の１単位時間が50分である中

学校及び高等学校において実験を行うことは，

実験に割く時間が50分のうちの多くを占める

ことになる。また，保健体育科に属する科目の

標準単位数について，体育は７〜８単位であ

るのに対し，保健は２単位と割合的にも少な

く，限られた授業時間の中で子どもたちに生

涯を通じて健康な生活を営む資質・能力の育

成を目指していかなければならない。このよ

うな状況において，実験は学習者の興味・関心

を引き出す重要な学習ツールであるが，ただ

闇雲に実験を用いるのでは意味がない。そこ

では，実験を通して学習者にどのような知識

を身に付けさせたいのか，またその教育内容

を認識・習得するうえで実験を用いる意義に

ついても明確化しておく必要があるだろう。

　したがって，森実践の授業の中で実験を位

置付けることにより，授業改善の手立てとし

ての実験の有効性について学ぶと同時に，指

導する教育内容を精選すること無しに実験を

授業で用いることが困難であることを教えて

くれるのではないかと考える。

　以上のように，アクティブ・ラーニングを

用いた授業の方法論について学ぶ授業は，学

生にとって自己が有する教育観を再構成する

ことになる。アクティブ・ラーニングについ

て学ぶ森実践の授業は，結果として学生に新

たな教育観を形成する機会になる可能性があ

るといえる。

図９　ワークシートを活用した演習

図10「実験」から「発問」へ
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２．聞き取り調査の内容から

　授業実施者である森氏に対して，講義の趣

旨やねらいについての聞き取り調査を実施し

た。以下，現職教員である森氏が教員志望の

学生に対してどのような思いや願いをもって

「教育方法論」の講義を実践したかについて，

先述のプレゼン資料の分析を加味しながら考

察する。

（1） 単元指導計画の作成と授業デザイン

　森氏は１講目の授業のねらいについて，次

のように述べている。「単元の指導計画や毎

時間の授業内容を検討することの重要性を認

識させるとともに，指導計画を構想する作業

がなければ，明確な目標をもって指導を工夫

し，その目標の達成を目指すような指導とは

なり得ないことを実感させること。」をねら

いとしたという。

　プレゼン資料では，演習１において「身に

付けさせたい力」「もっていきたい姿」など，

目指す目標や生徒像を明確にしている。演習

２では，形成された学生の抽象的な認識を指

導内容等と関連付けながら，評価の観点や授

業改善の道筋について具体的にイメージでき

るように構成している。森実践は，アクティ

ブ・ラーニングの視点を授業構成の中に最大

限位置付け，学校現場に求められる指導計画

の立案と不断の見直し・改善の営みを学び手

である学生が「実感の伴った授業改善の道筋」

として認識できるように丁寧に指導している

ところに特色がある。

（2） 「体育」の授業づくり

　森氏は２講目の授業のねらいについて，次

のように述べている。「『体育』におけるアク

ティブ・ラーニングの実践例を示して，今

後，求められる指導の方向性について理解さ

せる。実際に「体育」の授業において課題の

ある生徒に対して，具体的な指導の方策につ

いてアクティブ・ラーニングの手法を用いて

検討させることにより，授業改善を進めてい

く視点や留意点について理解を深めること。」

をねらいとしたという。

　「教育方法論」の受講者は教員志望の学生

であり，それゆえに学校現場で展開される実

際の授業イメージや教師のかかわり方につい

て学ぶことには大きな意義がある。

　森実践では，教師の働きかけについて考

え，実際の授業イメージを形成するプロセス

の中で，授業改善の視点を具体的に認識させ

ようとしているところに特色がある。アクテ

ィブ・ラーニングの視点を生かした授業構成

により，「体育」の授業づくりに必要な展開

の見通しや授業デザイン，具体的な教師の働

きかけ等の指導法について，学生自身が能動

的に思考を積み重ねることにより，実践的な

指導法や改善の視点をイメージできるように

なるものと考える。

（3） 「保健」の授業づくり

　森氏は授業のはじめに受講学生が「保健の

授業についてはあまり記憶がない。」という

実態を把握していたことから，「現場の教員

が保健の授業でよい授業を展開しようという

方向にあまり向かっていない。」という認識

であった。

　このようなことから，森氏は基本的な授業

展開について，次のように考えた。「『保健』

の授業には，自らの身体や心，生涯にわたっ

て健康な生活を送るために必要な内容が含ま

れており，本来興味深く，自らの生き方につ
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ながることを実感できる授業科目である。こ

のようなことから，実験を盛り込んだ授業を

実際に体験させることにより，授業改善に向

けた創意工夫が必要であることを学生に実感

させること。」をねらいとした。

　森氏は，「実際に体験させることにより，

授業改善に向けた創意工夫が必要であること

を学生に実感させること」をねらっている。

「森実践」は，教員志望の学生に対して自ら

アクティブ・ラーニングの視点を生かした授

業実践を体験させることにより，学校現場に

おける授業づくりについて実感の伴ったイメ

ージ形成を図ろうとし，その授業展開や方法

論を模索している。

　また，実際の講義について，「現場で『実

際に指導するとしたらどうするのか？』とい

うことを学生に考えてもらえるように，実際

の授業風景の映像を取り入れた。また，現場

で指導した教員だからこそ言えるエピソード

を交えるよう工夫した。」と述べている。

　プレゼン資料の分析にもあるように，教員

志望の学生にとって「授業イメージの形成」

は，重要な学びの要素である。森実践は，現

場の感覚や指導観，教育観を大切にしながら，

できるだけ実践的なイメージ形成を図る手立

てとして映像の活用を試みている。さらに映

像から読み取れる内容を補完する意味から自

らの実践エピソードを伝え，イメージ形成の

強化を図っている。

　新学習指導要領では，これまで以上にICT

の効果的な活用が求められている。森実践は

実験映像の活用など，学生に対するアクティ

ブ・ラーニングの視点を生かした授業実践の

みならず，教員志望の学生が意識するであろ

う児童生徒に対する主体的・対話的で深い学

びの実現に向けた教師の指導法についても学

ぶ機会を同時に提供しているのである。

　また，森実践では，「演習─実験─発問」の

サイクルの導入と「実験」を取り入れること

の有効性，映像の活用，他者から学ぶグルー

プ・ディスカッション，自己の学びをふり返

るワークシートの活用など，様々な方法を適

宜，学びのプロセスに位置付けている。より

深い学びや能動的学修の追究，学びの質を保

証することをねらったアクティブ・ラーニン

グの本質を講義全体のデザインの中に散りば

め，能動的な学習を意図した効果的な展開が

模索されているところに大きな意義がある。

Ⅴ．森実践からの教職課程科目への示唆

　本稿では，森実践を通してアクティブ・ラ

ーニングの視点を生かした授業づくりと学校

現場における実際の指導の在り方について考

えてきた。そこで，以下に中教審答申に基づ

き，大学の教職課程科目に対する森実践から

の示唆についてまとめる。

　中教審答申（平成27年12月21日）7 におい

ては，教員養成に関する課題について，以下

のように述べている。「養成段階は『教員と

なる際に必要な最低限の基礎的・基盤的な学

修』を行う段階であることを認識する必要が

ある。実践的指導力の基礎の育成に資すると

ともに，教職課程の学生に自らの教員として

の適性を考えさせる機会として，学校現場や

教職を体験させる機会を充実させる必要があ

る。」という。

　教員志望の学生に対して最低限の基礎的・

基盤的な学修を保証し，実践的指導力の基礎

を育成するためには，講義内容及び方法につ
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いて実感の伴った能動的な学びのプロセスが

成立していることが求められる。森実践は，

現在における学び手としての受講学生の立場

と，将来的な教師としての立場の２つの側面

から授業構成を考え，その中核にアクティ

ブ・ラーニングの考え方や具体的な視点を位

置付けている。

　講義後の学生のレポートからは，「目からウ

ロコであった。」「これまで受けたことのない

授業であり，大変興味深かった。」「授業を工

夫する必要性を感じた。」等の記述が多くみら

れた。森氏は講義の中で学生に「感じさせる

こと。」「実感させること。」を重視しており，

その授業に対する教師側の意図が受講学生に

もしっかりと反映されていたといえる。

　森実践は，教員を志望する学生に対する能

動的な学修の追究と学校現場で求められる実

践的な授業づくりの進め方について，実感の

伴った理解と納得感を引き出すものとなって

いると考える。

　大学における理論的な学びと学校現場にお

ける実践的な学びを往還しながら，学生の認

識を抽象から具体へ，具体からさらに理論的

な裏付けの伴う深い学びへと導く授業構成と

なっており，ここにアクティブ・ラーニングを

導入する本質的なねらいがあるものと考える。

Ⅵ．まとめ

　本研究は，教員志望の学生を対象とした「教

育方法論」における森氏による授業実践を通

して，アクティブ・ラーニングの視点を生か

した授業づくりや具体的な方法論や実践的意

義について明らかにすることを目的とした。

　森氏の実践では，より深い学びや能動的学

修の追求，学びの質を保証することをねらっ

たアクティブ・ラーニングの本質を講義全体

のデザインの中に散りばめ，能動的な学習を

意図した効果的な展開が模索されているとこ

ろに大きな意義があった。このことが，アク

ティブ・ラーニングを用いた授業の方法論に

ついて学ぶ学生にとって，自己が有する教育

観を再構成することにつながり，結果として

新たな教育観を形成する機会になる可能性が

示唆された。

　また，中教審答申が示す教員養成に関する

課題に対応した，教員を志望する学生に対す

る能動的な学修の追求と学校現場で求められ

る実践的な授業づくりの進め方について，実

感の伴った理解と納得感を引き出す授業とな

っており，大学の教職課程科目の授業デザイ

ンとして有効な知見が得られる授業実践とな

っていた。

　今後は，アクティブ・ラーニングの視点を

生かした授業を通して，学生の認識がどのよ

うに変容するのかを把握しながら，より効果

的な指導法の開発について研究を深めていき

たい。
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